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◎
群
馬
県
告
示
第
一
号 

 
群
馬
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
七
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

群
馬
県
報
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
に

第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

県
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い

う
。
）
を
使
用
し
て
、
不
特
定
多
数
の
者
が
県
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
の
情
報
で
あ
つ
て
電
磁 

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き 

な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が 

で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
方
法
に
よ
り
発
行
す
る
。 

２ 

事
故
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
県
報
を
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
又
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
報
に
登 

載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
県
民
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に 

よ
り
、
県
報
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は 

当
該
書
面
を
適
当
な
場
所
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
、
県
報
を
発
行
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
報
を
発
行
し
た
と
き
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

情
報
の
内
容
を
書
面
に
出
力
し
た
も
の
又
は
閲
覧
に
供
し
た
書
面
の
写
し
を
、
県
民
セ
ン
タ
ー 

群
馬
県
立
文
書
館
、
群
馬
県
立
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
箇
所
に
配 

付
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
発
行
し
た
県
報
に
係
る
書
面
の
写
し
は
、
県 

民
セ
ン
タ
ー
に
は
配
付
し
な
い
。 

第
五
条
中
「
登
載
事
項
中
の
」
を
「
前
条
の
登
載
事
項
の
う
ち
、
」
に
、
「
そ
の
写
」
を
「
そ 

の
写
し
」
に
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
」
を
「
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

別
途
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
第
八

条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

別
記
様
式
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

                                      

■ 

告 
 

示 

、 、 

第
１
４
条

 
第
１
３
条
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◎群馬県告示第２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 四ツ塚原之郷
前橋線 

前橋市田口町字砂山６９番
の１地先から同市同字同９
０番の１地先まで 

前 １２．４～１４．２ １４０．９ 

後 １２．８～１５．９ １４０．９ 

 

 

 

◎群馬県告示第３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 赤岩足利線 邑楽郡邑楽町大字中野字西
ノ谷２３５番の１地先から
同郡同町大字同字六谷社１
２６９番の１地先まで 

前 １３．７～３５．８ １１８．７ 

後 １１．０～１２．２ １１８．７ 

 

 

 

◎群馬県告示第４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 赤岩足利線 邑楽郡邑楽町大字中野字押落１０５０番の１地先か
ら同郡同町大字同字丑沼１２６６番の２地先まで 

令和７年１月７日 
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◎群馬県告示第５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 前橋安中富岡線 富岡市下黒岩字芹田前５８０番の６地先から同市別
保字大谷津１６６番の５地先まで 

令和７年１月７日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画道路を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次の

とおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１月７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画道路 ３・４・４９号 敷島公園大師線 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市龍蔵寺町地内及び上細井町地内 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課 

 

 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の４第１項の規定により県営権現ため池土地改良事業計画を

定めたので、同条第４項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。 

令和７年１月７日 

群馬県知事  山  本  一  太 

１  縦覧に供する書類  土地改良事業計画書の写し  

２  縦覧に供する期間  令和７年１月８日から同年２月５日まで  

３  縦覧に供する場所  群馬県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/page/9734.html）及びみなかみ町役場 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 
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■ 公  告 
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